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第１回東郷地域協議会会議録（要約）

日 時 平成３1 年４月１5 日(月)PM７：００～PM８：30

場 所 新城市消防防災センター ２階 災害対策本部室

出席者 委員２7 名 事務局４名

次第

１ あいさつ

２ 東郷地域協議会委員委嘱辞令式

３ 議事

（１）会長・副会長の選任について

（２）分科会について

（３）今年度の活動内容とスケジュールについて

４ 連絡事項

（１）地域安全灯について

（２）自治区制度に関する条例・要綱等について

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

１ あいさつ

・八木所長あいさつ

・事務局及び地域活動支援員（出席者２名）が自己紹介を行った。

２ 東郷地域協議会委員辞令交付式

・任期中の委員１名を除き２７名の委員に委嘱辞令を交付した。

・今年度の地域協議会は２８名の委員により運営していくことを説明した。

３ 議事

協議会の会議録署名

会議録の署名人については、会長及びその他委員２名の合計３名とし、その他委員は委員

名簿の上から順に２名ずつ行っていくことを決定した。

（１）会長・副会長の選任及び分科会について

【会長の選任】委員の推薦により、稲垣孝治委員が会長に選任された。

（会長就任あいさつ）

・この制度は要するに市の税金１５００万円の使い道を地域協議会に委嘱されている。それを

生かすも殺すも皆さんの知恵次第。どうか知恵を振り絞って欲しい。

・自分が住んでいる地域や部落だけに固執せず、東郷地区全体のことを考えて欲しい。

・先輩後輩関係なく皆平等なので、言いたいことを言って議論百出の中で色々なものが決ま

っていくといい。

【副会長の選任】
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（事務局説明）

・副会長は会長が欠席したときに会長の職務を代理する。

・副会長の人数は地域協議会で決定することとなっており、昨年度は地域活動交付金及び

自治区予算を検討する分科会、地域計画を検討する分科会の２つの分科会があり、副会長

が分科会長を兼務していたので副会長は２名いた。

・副会長が複数名いる場合、代理をする順位を決める必要がある。

・地域協議会、分科会における会長、副会長、分科会長、分科会の役割をそれぞれ説明。

（佐々木委員説明）

・地域計画について

○主な意見

(委 員) 分科会長が副会長を兼ねることについては運営要綱には特に規定されていないが

このようにさせてもらいたいと説明しないと伝わりにくい。

(委 員) 昨年度は委員を２つの分科会に分けてから副会長を決めたので、そのようにした方

がいいのでは。

結 果

・昨年度同様、地域活動交付金及び自治区予算を検討する分科会、地域計画を検討する分

科会の２つの分科会を作ること、合わせて分科会長が副会長を兼務することを決定した。

・まずは各自希望する分科会に分かれて分科会長を決めることとなった。

・分科会長及び委員構成が以下のとおり決定した。

・副会長が赤川哲久委員及び市村照代委員が選任された。

・副会長の優先順位については、順位１に赤川副会長、順位２に市村副会長となった。

（２）今年度の活動内容とスケジュールについて

（事務局説明）

・地域協議会及び分科会の活動内容と年間スケジュールについて

地域活動交付金・地域自治区予算

分科会（１６名）

地域計画

分科会（１１名）

分科会長 市村 照代 分科会長 赤川 哲久

前沢 美津男 伊藤 謙太郎 沢田 実付晴 浅井 美夏

原田 和久 戸田 由信 佐々木 昌也 熊谷 浩恭

佐々木 克弘 天野 重明 林 清彦 渡邉 竜夫

鈴木 信一 内田 益道 夏目 岸江 関原 香緒里

鈴木 邦夫 大森 君男 生田 江美 加藤 由美子

加藤 明宏 森田 吉春

夏目 實之 福田 博

牧野 正俊
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○主な意見

（委 員）６月３日の第２回地域協議会での検討事項が地域自治区予算についてとなってい

るが何をやるのか。

（事務局）地域自治区予算の要綱など詳細を説明します。７～９月の分科会で事業計画案

をまとめ、９月後半から１０月前半にかけて東郷に住んでいる方々の意見を聞きま

す。そして１０月２４日の第４回地域協議会で市長に建議するスケジュール案となっ

ています。また、その日程案は皆さんで話し合って変えることもできます。

（委 員）６月１日の地域活動交付金審査会だが、申請団体の募集締め切りが４月２６日で、

そこから審査会まで１ヶ月以上なしのつぶてとなるのは良くないのではないか。

（事務局）５月の交付金分科会で申請団体の勉強会ということで質問事項を考えたりする時

間があります。その質問事項については、分科会後に申請団体に投げかけて回答

をもらいます。申請団体と地域協議会の間でそのやり取りがあるため、募集を締め

切ってから審査会までに最短でも１ヶ月くらいかかってしまっています。

（委 員）過去に申請団体から審査会を早めて欲しいとの声があったなら検討する必要があ

る。

（委 員）申請団体が活動を早く始めれるようにするため、前年度のうちから審査をすることも

可能。

（事務局）申請団体にお渡ししている応募の手引きには、審査会は５月下旬から６月上旬に

あると連絡をしている。

結 果

・地域協議会

第２回 ６月 ３日（月）19:00～

第３回 ９月１２日（木）19:00～

第４回 １０月２４日（木）19:00～ （市長建議）

第５回 １２月１２日（木）19:00～

第６回 ２月１３日（木）19:00～

・交付金、自治区予算分科会

第１回 ５月 ８日（水）19:00～

第２回 ５月２２日（水）19:00～

第３回 ６月 １日（土）1３:00～ （審査会、申請団体の数により終了時刻変動）

第４回 ７月 ３日（水）19:00～

第５回 ８月 ７日（水）19:00～

第６回 ９月 ４日（水）19:00～

・地域計画分科会

第１回 ６月１０日（月）19:30～

第２回 ７月２２日（月）19:30～

第３回 ８月１９日（月）19:30～

第４回 １０月 ７日（月）19:30～
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第５回 １１月１１日（月）19:30～

第６回 １月 ６日（月）19:30～

場所については消防防災センター、以上の日程に決定した。

（委 員）昨年度の地域協議会で東郷地区だけの成果報告会を開催することが決まっていたが

いつやるのか。

（事務局）予定だと２月末となっているが、皆さんで決めてもらえればいいです。

４ 連絡事項

（事務局説明）

・昨年度東郷地域協議会で建議した地域安全灯事業について、申請様式を配布し、市役所

の３階自治振興事務所又は行政課へ提出するよう各区長の方に依頼をした。また、区代表が

区長ではない地区については、事務局から案内する。自治区予算として計画したものなので、

なるべく早めに（５月末までを目安に）申請をお願いした。

・自治区制度に関係する条例・要綱・要領について、内容確認をお願いした。

・今後の地域協議会の運営に役立たせるため、会議の中で言い足りなかったこと、気づいたこと、

疑問や悩みなどをご意見カードに記入して出してもらうことをお願いした。自宅に帰ってからじ

っくりと記入したい人もいるので次回からは返信用封筒の用意もする。

・交付金の申請書類や審査基準などを製本し皆さんのご自宅に４月２７～２８日にお届けさせて

いただきます。お休みの期間に確認していただいて５月８日の交付金分科会までに読み込ん

できてください。地域計画分科会の方はご意見、ご質問を返信用封筒に入れて５月８日までに

送ってください。

・昨年度自治区予算で提案された可燃ゴミ集積所改修補助金に関しては、要綱等の準備がで

き次第連絡することとなった。

【20:30 終了】


